令和８年度上期 高知県「受注型企画旅行」支援事業　実施要綱


（事業の目的及び内容）
第1条 この事業は、貸切バスを利用し、高知県内での宿泊を伴う旅行商品に対して助成金を交付することにより、高知県外からの観光客の誘致拡大を目的とする。

（助成対象者）
第2条 次条の助成要件を満たす高知県への「受注型企画旅行」を実施する旅行業法（昭和27年法律第239号）第3条に基づく登録を受けている旅行会社に対し、予算の範囲内で助成する。

（助成要件）
第3条 以下のすべての要件を満たし、事前に(公財)高知県観光コンベンション協会（以下「協会」という。）会長（以下「会長」という。）に助成金の交付を申請し、会長が承認した受注型企画旅行を対象とする。　
(1) 旅行の出発地および帰着地が高知県外であること。
(2) 令和８年４月１日から令和８年９月30日までの間（宿泊日基準、ただし令和８年８月９日から令和８年８月12日の宿泊を除く。）に高知県内の宿泊施設（民宿・宿坊・共済組合等の宿泊施設を除く。）に宿泊すること。
(3) 主に観光を目的とした旅行で、バス１台あたりの宿泊人数が10名以上（大人料金を支払った実人数とし、小人料金・無賃人数、添乗員・乗務員などを除く。）であること。
(4) 次のいずれかに該当する場合は助成の対象外とする。
1. 大会・学会・会議・セミナー・シンポジウム・スポーツ大会等のコンベンションや合宿等への参加を目的とするもの
1. 教育旅行
1. 四国霊場巡拝
1. インバウンド
(5) 協会が行う他の助成事業との重複は認めない。

（助成金額及び助成限度額）
第4条 助成金額は、承認した1旅行商品について、以下のとおり、基本金額と加算金額の合算とする。なお、1事業所あたりの助成金限度額は複数の旅行商品を合算して50万円とする。ただし、貸切バス交替運転士料金は上記の上限額に含まないものとする。
基本金額（バス1台当たり）
	高知県内宿泊数
	助成金額

	県内宿泊1泊
	20,000円

	県内宿泊2泊
	60,000円


2　次の場合、前項に定める基本金額に助成額を加算する。
(1) 協会指定施設利用
0. 旅行の行程に、別表1、別表2、別表３に定める協会指定の観光案内・観光施設・道の駅等・ご当地グルメ・体験プログラム、二次交通（以下「協会指定施設等」という。）が募集パンフレット又は旅行行程表に明記され、かつ、実績が認められる場合は助成額を加算する。
協会指定施設等利用加算（バス1台当たり）
	
	県内宿泊

	
	１泊
	２泊

	A
	１カ所の場合
	＠5,000円
	－

	
	２カ所の場合
	
	＠10,000円

	B
	１カ所の場合
	＠10,000円
	－

	
	２カ所の場合
	
	＠20,000円

	C
	＠30,000円


※天災地変等により協会指定施設等の利用が困難な場合に限り、指定条件を満たしていれば当日変更を認める。その場合、変更後の旅行行程表を実績報告時に提出するものとする。
※オプショナルツアーの設定や選択コース、途中離団等により、宿泊施設や協会指定施設等の利用人数が異なる場合の取扱いは、次のとおりとする。
・利用したことを確認できる関係書類に基づいて、実利用人数を算出。
・協会指定施設等を複数利用し、それぞれに人数相違がある場合は、利用人数の多い施設が対象。
・前条(4)に基づき、利用人数が10名未満の場合は、その施設利用分は助成対象外。
　
(2) 貸切バス利用
貸切バスを利用する旅行商品において、高知県内宿泊数及び利用バス台数に応じて助成額を加算、もしくは貸切バス運賃に交替運転士料金（2人目以降のバス運転士料金）が含まれる場合に助成額を加算する。
貸切バス利用加算（バス1台当たり）
※①又は②のいずれか選択のこと（重複適用はないものとする）。
	
	１泊
	２泊

	①貸切バス利用が認められる場合
	20,000円
	40,000円

	②貸切バス交替運転士料金が含まれた運賃での貸切バス利用が認められる場合
	交替運転士料金
実費相当
（上限７万円/台）
	交替運転士料金
実費相当
（上限10万円/台）


※貸切バスの車種に関わらず上記の金額とする。
※オプショナルツアーの設定や選択コース等により、高知県内でバスを複数台利用する場合、追加した貸切バスの台数に応じて加算する。ただし、当該バスに対しては高知県内で２泊以上の宿泊が認められる場合の加算は適用しないものとする。

（申請）
第5条 助成金を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、旅行出発日の前日から起算して14日前までに以下の書類を提出するものとする。なお、期限までに提出がない場合は、助成金の申請を受理しないことがある。


	提出書類
	備考
	提出方法

	（1）助成金交付申請書
	別記第１号様式
	捺印された原本を郵送又は持参にて提出

	（2）旅行行程表
	
	次のいずれか
・郵送
・持参
・メール
・FAX

	（3）貸切バスの運賃に交替運転士料金が
含まれる場合は、バス会社発行の運
送引受書（写）
	交代運転士料金が明示されたもの
	



（助成の決定）
第6条 会長は、申請に基づき助成の可否を決定し、「助成金交付決定通知書」にて、申請者に対し通知するものとする。

（事業の変更・廃止）
第7条 申請者は、助成事業の内容を変更する場合、予定の期間に事業が完了しないと見込まれる場合、又は事業を廃止する場合は、速やかに変更・廃止承認申請書（別記第2号様式）を提出し、会長の承認を受けるものとする。

（実績報告）
第8条 申請者は、助成事業終了日の翌日から起算して21日以内に以下の書類を提出するものとする。なお、期限までに提出がない場合は、助成金を請求する権利を自ら放棄したものとみなすことがある。
	提出書類
	備考
	提出方法

	（1）実績報告書
	別記第3号様式
	捺印された原本を郵送又は持参にて提出

	（2）請求書
	別記第4号様式
	

	（3）宿泊施設を利用したことを証明する書類
（宿泊人数が記載されたもの）
	次のいずれか
・宿泊施設発行の領収書（写）
・宿泊クーポン（写）
・宿泊証明書（原本又は写）
	次のいずれか
・郵送
・持参
・メール
・FAX

	（4）協会指定施設等を利用した場合は、その施設を利用したことを証明する書類
（利用人数が記載されたもの）
	次のいずれか
・協会指定施設等発行の領収書（写）
・協会指定施設等クーポン（写）
・協会指定施設等利用証明書（原本又は写）
	

	（5）貸切バス会社発行の運行証明書
	別記第５号様式（原本又は写）
出発配車地が記載されたものに限る。また交代運転士料金が含まれる運賃で運行した場合は、交代運転士料金の記載が必要
	

	（6）最終の旅行行程表
	
	



（助成金の交付）
第9条 会長は、前条の実績報告が適当と認められるときは、助成金の額を確定し、助成金を交付する。


（交付の取消）
第10条 助成金の交付決定後もしくは確定後において、申請もしくは報告内容に虚偽が認められるときは、会長は当該交付決定を取り消すこととし、既に助成金が交付されているときはその返還を求めるものとする。また、当該事実が判明した時点から2年間は協会が行う助成事業の申請を受け付けないものとする。

（検査等）
第11条 会長は、必要に応じ申請者に対して、助成事業の実施状況についての報告を求め、又は調査ができるものとする。

（関係書類の整備）
第12条 申請者は、助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年から5年間保管するものとする。

（その他）
第13条 この要綱に定めのない事項については、協会が別に定めるものとする。
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